
2 定年退職した場合の算定方法

※定年年齢  改正前：60歳、改正後65歳の場合
〜3/31 4/1〜

(1)年齢
(2)勤続年数
(3)支給率（定年）
(4)給料月額 ④280,000

18,254,970（③＋⑥）

58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳

②40.80375 42.31035 43.81695 45.32355 46.83015 ⑤47.709

64歳 65歳
28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年

(5)退職手当基本額（③＋⑥）

①400,000

※60歳定年退職の場合 ※60歳に達した日以後最初の4/1〜退職日までの期間
①×②＝16,321,500（③） ④×（⑤-②）＝1,933,470（⑥）
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